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は じめに

「ウサギ小屋」は 日本の劣悪な住環境の代名詞としてよく知 られてい る1
。この言葉が登場 して

か らすでに約20年 になる。ところが、「ウサギ小屋」とい う言葉に集約される日本の住環境の劣悪

さは、改善 されただろうか。残念ながら答 えはノーである。

それ どころか、結局 日本人が豊か さを実感できない最大の理由は、この住環境の劣悪 さにある

とい うのが大方の認めるところである。なぜ 日本の住環境は劣悪なのか。劣悪な住環境は、そこ

にすむ生活者にどのような影響を与えるのか。劣悪な住環境を根本的に解決できないままに放置

している原因は何なのか。その根底にある、 日本人の 「住意識」や 「住居観」の問題も含めた、

住文化の問題 として改めて考え直 してみたい。

劣悪 な住環境の影響

まず、劣悪な住環境がそこに住む人間に どんな影響 を与えているかとい う問題を、一冊の本の

内容 を整理 し直して紹介 しなが らみていきたい。劣悪な住環境がそこに住む生活者にどのような

マイナスの影響 を与えるのかとい う問題を、豊富な具体例 とともに様々な側面か ら明らかにして

見せたのが、早川和男 『住宅貧乏物語』(1979)で あった。もちろんここで取 り上げられている事

例は、この本が出版 され る以前の1970年 代のものである。現状に当てはまらない部分もあって当

然である。 ところが、これ らの諸事例は、「今では考えられないこと」 「貧 しかった昔のこと」と

言い切れないのである。ここで取 り上げられているシ ョッキングな事例の多くは、いまだに 「過

去の話」ではなく、その問題の根本的な解決がなされないまま今 日に至っているとい うのが現実

である。その点こそが問題なのだが、逆にここで改めてその内容を詳細に再検討してい くことが

意味のあることだということにもなってくる。

この著書で取 り上げられている問題 をすべて紹介す ることはできないが、劣悪な住環境 とりわ

け過密居住が住人に与える影響 を論じた部分は、大きく分けると次の3点にまとめることができる。

1)子 どもの誕生 と健全な発達に関す るもの

2)身 体的及び精神的健康に関わるもの

3)住 居の安全に関わるもの

まず、1)に 関 してだが、劣悪な住環境=過 密居住は、子 どもの健全な成長にとって深刻な阻

害要因 となっていることはもとより、そもそも子 どもを産めな くしている要因の一つだ というこ

とが論点 となる。
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例えば、中絶の理由として 「住宅事情が悪いから」を上げる人は大都市に行 くほ ど多い とい う

データや、「子 ども不可」を入居条件 とす る民間アパー トが、大都市圏では3分 の1以 上に及ぶと

い う数字を紹介した上で、早川は住宅難 が 「人工妊娠 中絶」 と 「高年齢初産」を強いてい ると指

摘 している2。
「少子化」は、今や大きな社会問題 となっているが3、住環境の劣悪さもその大きな一因となっ

てい るとい うことである。もちろん、少子化の直接の原因は女性の 「晩婚化」と 「晩産化」にあ

り、それをもた らしているのは女性の 「高学歴化」 「就業率の上昇」な ど女性を取 り巻 く社会的状

況の変化 とい う大きな背景がある。

少子化問題の根本的な解決には、産業 ・労働システムの改変を含む総合的な出産 ・子育て支援

のシステムが整備 されなければな らないことは、一般論としてはあま りにも明白なことである。

ところが、 日本ではその 「出産 ・子育て支援システム」の重要な一部に 「住環境の整備」が含ま

れるとい う常識が、あまりにも軽視 されているように思われる。

動物は、「巣」が確保 されては じめて出産や子育てが可能になる この誰でも分かる 「常識」

を、なぜ問題 の出発点に据えないのか不思議である。最低限の前提条件 となる環境整備を行わず

に、ただ 「生 めよ増やせよ」のスローガンを若者たちに押し付けようとす る、政治 ・行政側 の対

応はナ ンセ ンスだと言わざるをえない。

無事出産にこぎつけたとして も、劣悪な住環境ゆえに命 を奪われる乳幼児の存在にもふれ られ

ている。一般 的に、居住密度 ・就寝密度が高いほ ど乳児死亡率は高い。極端な過密就寝のために、

落ちてきたテ レビによって乳幼児が圧死 したケースや添い寝の親による圧死事故の例なども紹介

されている4。狭小な住まいは、直接死の原因となることがあるのだ とい うのである。「住居の貧 し

さは赤子の生命を奪っている。これを現代の 『間引き』といわずして何といえようか」5と、劣悪な

住環境ゆえの乳幼児の死亡は 「現代版間引き」であるというシ ョッキングな表現もある。

劣悪な住環境が、健全な子どもの発達の阻害要因になる例 として、子 どもたちが転んだ時に 「とっ

さに手がでない」 「頭と顔から突っ込んでしま う」、反射神経が鈍くてボールな どが当たった場合

まばたきもできないなど、子 どもたちが怪我をしやすいことがあげられている。この原因として

は、次のような推測がされている。最近の子育てでは、物があふれた狭い部屋の中で子 どもが自

由に動きまわることもできず、す ぐにベ ビー ・サークルのような育児機器に入れ られてしま う。

そのため、「は う」とい う自然な発達のプロセスが省略されて しまう。腕 と上半身の発達が損なわ

れ、力強さも敏捷性 もともに身につかないためではないかとい うのである6。
一方、戸外 も子 どもの健全な身体的発育にとって決 して好ましい環境ではない。都会の子 ども

たちに とって、野山を駆け巡って遊ぶとい うのはは じめから無理なことにしても、住宅の過密化

により子 どもたちの 「遊び場」 としては欠かせない原っぱはもとより、空き地も失われた。学校

の校庭も概 して狭 く、中にはコンク リー トで塗 り固め られたところも少なくない。

屋内 ・屋外 とも健全な身体的発育にとって好ましくないとなると、 「肥満児」はその必然的産物

である。「肥満」が 「運動嫌い」を生み、「運動嫌い」が 「肥満」を生む といったまさに悪循環の

輪が形成されてしまう。肥満児は、地域の過密の度合い との相関が高 く 「肥満児は一つの都市公

害である」7と断定 される。従 って、肥満児問題の根本的解決のためには、都市そのものの社会的な

あ りようを考 えることが必要だ とい うことになる。

また、劣悪な住環境は子 どもたちが基本的な生活習慣を身につける妨げにもなるとい う8。基本

的な生活習慣 とい うのは、「顔を洗 う」 「歯をみがく」「きちんと食事 をとる」 「規則正 しい排便」
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などの 日常的な生活行動をい う。普通の生活の中では、特別意識することもな くまさに習慣とし

て、われわれが毎 目繰 り返 している生活行動である。なぜこれが、住環境 と関係があるのか、普

通の環境か らは理解 しにくい。

さすがに、今ではここまで劣悪な集合住宅 ・共同住宅は希になってきているだろうが、共同 ト

イ レのために朝排便ができない場合 があるとい う。顔 を洗った り、歯 をみがいた りできないのは、

安い賃貸アパー トでは台所の流しが洗面所 と兼用になっているため、朝食な どの準備のために使

用されている場合は洗面所 としては利用できないか らだとい う。

これも広い意味の生活習慣に属することだが、住居の状況は子 どものテ レビ視聴 とも関連があ

るとい う。狭い住居に住む子どもの場合の方が、そ うでない子 どもよ りテ レビ視聴量は確実に多

くなるとい うデータを引きながら、子 どものテ レビ視聴問題は惰性的な視聴を止めるとい うよう

な個人の心構えでは根本的には解決できない として、「テ レビを唯一の娯楽 としないですむような

家庭文化の豊かさと、余裕のある住宅事情によって解決すべきだ」9とい う見解が紹介されている。

実際狭い空間で複数の人間が、それぞれ別のことをするのには限界がある。親がテ レビを見てい

ながら、子 どもたちにだけそれを禁 じるこ とは狭小住居では物理的にも不可能だとい うことにな

る。

子 どもといえども独立したスペースを持つことの重要性は、多くの人が指摘す るところである。

かつての日本人論の中では、"日本の家屋には個室がないから、自我が育たないのだ"と い う説が

説かれたものである。非行 と個室の関係について、個室 を持たない場合に非行 が多い とい う東京

都の調査結果 と 「自分の居場所を住宅の中にもってい るかどうか、廊下のかたすみにでもよい、

自分の生活空間をもっているかどうかが非行化 を食い止める一つの重要な要素である」 とい うコ

メントを引きながら、子 どもにとっても自分独 自の居場所 をもつ とい うことの重要性が指摘され

ている1°。人間にも動物の縄張りに当たるボディ ・ゾーンは存在するわけで、それが確保されない

と精神的な安定が得 られないという厳然た る事実がある。

しかし、子 どもの個室については逆の問題点もある。つま り、個室が友人たちの溜ま り場にな

り非行の温床 となる場合もあ りうるのである。1989年 に起こったあの悪名高い 「女子高生 コンク

リー ト詰め事件」では、犯人の少年たちの一人の自宅の個室が陰惨な犯行現場 となったのである。

その意味では、子 どもの個室の功罪については議論が分かれるところである。

それに して も、子 どもの個室のことを 「勉強部屋」と呼ぶのも、考えてみると奇妙なことであ

る。このネーミングは日本独特のものではないだろうか。 とりあえず、子 どもには 「勉強部屋」

さえあてがっておけばよい、「勉強部屋」に入 っておとな しくしていればそれで安心だとい う親の

態度は実に安直である。 日本特有の 「教育文化」の問題 として検討が必要だと思うが、とにかく

そこには、子 どもにとっても トータルな生活の基盤 としての独 自の空間が必要だとい う、生活空

間の重要性の認識が欠けている。

もちろん、家族各 自が一人にな りたい時にはそこに逃げ込めるような個室が確保されてお り、

それに加えて家族が団欒や憩いのために集 うことのできる共有スペースが確保 されていることが

理想である。 しかし、個人のスペースと共有スペースの両方を確保することは、都市の狭小家屋

や集合住宅では現実にはなかなか実現は容易ではない。

逆に最近では、この条件が実現 されながら別の問題が生 じているケースにも注 目が向け られて

いる。家族の成員一人一人がそれぞれ個室を持ち、共有スペースもある立派な家に住みなが ら、

各 自の食事や就寝な どの生活時間がバラバ ラで、家族 としての一体感が失われている家庭が増え
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てきているというのである。精神医学者の小此木啓吾はこれを、「ホテル家族」 という名で呼んで

いる11。houseと しての側面は整備 されて も、homeと しての側面が伴わないとい うわけである。

これは別の意味で一つの 「家族病理現象」である。

次に、2)の 健康に関す る記述を見ていきたい。居住条件 と健康 との問に密接な関連があるこ

とは、常識的にも明らかなことである。ここでも、いくつかの調査結果が引用 され、住宅の広 さ

と心身機能の減退率 との間に相関があることや、食欲不振 ・不眠な どの 自覚症状と住環境 との関

連、心臓病、神経痛、リュウマチ、高血圧などの発病率 と住宅環境 との関連が明らかにされてい

る12。

ここでの興味深い指摘は、「地域の過密」と健康 との関連である。個々の住宅の劣悪 さだけでな

く住宅地全体 が密集 した状態にある時には、住生活の状況は一層ひ どいものになるとい うことで

ある。た とえ一戸建てでも、いわゆる 「ミニ開発」のような密集の場合には、プライバシーはも

とより、「日照」「通風」 も確保できない。そして、 日照 ・通風が健康 と直結 していることは言う

までもない。さらに、地域の過密 という状況では、眺望などは望むべくもない。「眺望権」という

言葉があるよ うに、見晴 らしの良さは良好な住環境の重要な条件の一つである。見晴 らしの良さ

によって得 られる開放感は次に問題にする 「精神的健康」 とも密接に関わっている。

健康 とい った場合、もちろん身体的な健康ばか りでなく精神的な健康も問題にしなければな ら

ない。ここでは、"精神的健康を保持す るには少なくとも一人当た り3.5畳以上が必要"と い う見

解 が紹介されている13。これは、具体的な数字 として人間が最低限必要とする空間の大きさが示さ

れているとい う意味で興味深い。少な くとも1960年 代末ごろまでは、学生用の下宿で3畳 一間と

い うものがあったが、これなどは精神的な健康維持のためのミニマムの基準 を下回っていたこと

になる。

劣悪な住環境はそこに住む人間に様々なス トレスを与える。住まいの劣悪 さは住む者の神経を

疲れさせるが、その最大のものは騒音であろう。生活騒音の問題は深刻である。騒音の トラブル

は時として殺人事件にまで発展することす らある。「欠陥マ ンション」問題の多くは騒音をめ ぐる

ものだとい う14。「防音」「遮音」 とい う観点から見た時、 日本の集合住宅は全くダメである。俗に
「壁の厚 さは欧米の半分」などとい うことが言われるが、「遮音性」は驚 くべき低水準にある。特

に80年 代以降はマ ンションのフロー リングブームもあり、騒音問題は深刻化す る一方である。 日

本人の音に関するある種の無神経さはどこからきているのかとい う問題は興味深いテーマで、き

ちんと検討しなければならないが、生活騒音は、近隣の人間関係も損ね、「安らぐことのできる場

所」とい う住居の最低限の条件 を奪って しまうことになる。

この問題に関連 して、「住環境の劣悪さは、夫婦の性生活を抑圧す る」という問題も取 り上げら

れている。住宅事情のために不 自然な禁欲 を強い られた り性生活に歪みが生 じることが、性的不

感症や夫婦間の不和を招き、それが最悪の場合離婚にまで発展す る可能性があることに言及 され

ている。夫婦のための独立 した部屋が確保 されていないため、子 どもが親の性を目撃 してしま う

ことがあ り、それが非行のきっかけになるという場合があることにもふれ られている15。

実際、 日本 と欧米の住居では寝室に関す る考え方が全 く異なっているように思われる。欧米の

住居では、寝室が部屋の基本単位になっている。不動産の広告などでも、○Obedroomsと い うよ

うに、寝室が何部屋あるかということが明確に表記される。独立した、もちろんプライバシーも

きちんと確保 された寝室が、い くつあるかということが住居の基本条件になっているのである。

最後に、3)住 居の安全の問題である。すでに1)で 取 り上げた、「幼児を殺傷す る住居」 も、

一62一



一部はこのテーマ とも重なってくる。住居の安全の問題に関しては、「家庭内災害」の問題 が取 り

上げられている16。「家庭内災害」とはその名のとお り、 自分が住んでいる住居内で起きる事故の

ことである。階段か らの転落事故、幼児の風呂場などでの溺死、電気器具やガス器具によるやけ

ど、酸欠事故などである。

そして、この 「家庭内災害」の原因には住宅の狭 さが深 く関わっている。例えば、スペースを

切 りつめるために階段は急勾配になる。他の場所に関しても、安全のためには不可欠な 「空間の

余裕」が確保できないのである。また、 日本の住宅は、狭い空間に家具や耐久消費財があふれ、「物

置化」 してい るとい うとい うのはよく知 られた事実である。しかも、その家具や耐久消費財がい

わゆる 「団地サイズ」のよ うな省スペース仕様のため倒れやす く、危険が倍加 される。阪神大震

災での死者の多くが、家具などによる圧死であったことは記憶に新しい。

また、日本の家屋は危険物でいっぱいで、「工場同然」であるともい う17。電気製品をはじめと

す る家庭内の生活具のなかには、一つ取 り扱いを間違えると危険な 「凶器」になる可能性のある

物が少なくなく、洗剤や殺 虫剤 は危険な 「化学物質」でもある。 目本の火災は、住宅内の製品類

が発火源のものが多いことが特徴だ という。

そして、「家庭内災害」の被害者となるのは、老人 とか子 どものいわゆる生活弱者である。最近

ようや く 「バ リア ・フリー」とい うことばとともに、老人や障害者にとってや さしい家作 りが話

題になるようになった。高齢化社会の到来で、需要が見込めるようになったことでメーカーも働

き出したとい う面もあるが、生活弱者 とい う観点か ら、住宅の質が問題にされるようになったの

は画期的なことである。

住まいの状況は、職場での安全にも間接的に関わって くる。劣悪な住環境は、「労働災害」「産

業災害」とも結びついてくることが指摘される18。住宅が、くつろげる場、精神的に安 らげる場で

なければな らないことは、精神的健康に関する議論のところでも出てきたが、「明 日また元気で働

くために十分な休養がとれること」は、住宅にとって必要な基本的かつ最低限の機能の一つであ

る。

ところが、この基本的な機能す ら十分に果た していない住居が 日本には少なくない とい うので

ある。 自宅での十分な休養や睡眠が取れないため、 日本の労働者の中には蓄積疲労の見られる人

が少なくない とい う。「日本人=慢 性睡眠不足説」なるものがあるが、この大きな原因の一つがこ

の劣悪な住居である。さらにそれに加えて、長 く過酷な通勤時間がある。日本人は、労働の場に

至るまでの通勤で膨大なエネルギーを消費 している。誰でもそのエネルギーの無駄使いをばかば

かしいことだとは思っているが、これも実はまた住宅問題の一部である。

労働災害は、ある特定の人に集中する傾向があるとい う。それを 「災害頻発者」と呼ぶが、「災

害頻発者」が抱えている 「個人的事情」を検討 していくと、病気や悩み と並んで、「住居の条件の

劣悪さ」があがって くるとい う19。

以上、劣悪な住環境がそこに住む生活者にいかにマイナスの影響を与えるかとい う問題 を早川

(1979)の 内容を詳 しく紹介することによって明 らかにしてきた。早川の議論は、あれ もこれも

劣悪な住居のせい といった、「居住=諸 悪の根源」説のような印象を与えるかもしれない。しかし、

このようなとらえ方は正しくないだろう。劣悪な住居条件は生活のすべての側面 と密接に関わっ

てお り、思わぬ生活の側面にまで深刻な悪影響 を与えていることをむ しろ素直に認めることが必

要だろう。
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それでは人間にとって劣悪な住環境、過密居住 とい うのは、結局 どうい う意味を持っているの

だろうか。早川は結論として、それは 「肉体的、精神的、そして道徳的に、人間の尊厳を傷っけ

ること」2°だという。「人間が人間 らしく生活す るためには、人間にふさわしい空間が保障されなけ

ればな らない」21とい うのである。

劣悪な住環境、劣悪な居住水準にもかかわ らず、 日本人がそれをおとなしく受け入れてきたこ

とに対 しては、以前から注 目す る論者が少なくなかった。社会学者の加藤秀俊は、欧米先進諸国

に比べた らスラム以下といっていいほどの居住条件に住みながら、住宅要求運動 も起きない 日本

は不思議な国で、他の国だった ら 「土地暴動」が起きてもおかしくないと述べている22。劣悪な住

環境に対 し苦情や不満がないわけではないのに、それが大きな改善に向けての動きには結びつか

ない原因を探 りながら、「日本人には住宅欲求がないといっているのではない。たしかにある。あ

るけれ ども、それは淡雪のごとくはかない欲求であって、火と燃える欲求にはな りにくい」23と言

う。

加藤は、この 日本人特有の住欲求のあり方の原因を日本人の伝統的な 「質素で禁欲的な生活意

識」に求める。「食は飢えをしのぎさえすればよい」「衣は寒 さをしのぎさえすればよい」「住は雨

露をしのぎさえすればよい」 とい う生活全般にわたる特異な生活意識の一つのあらわれだととら

えるわけである。

日本人が、劣悪な住環境にもかかわ らずそれに耐え、甘受 してきた原因を日本人の住意識や住

居観に求める解釈は一つの定説にもなってい る。目本人がそもそも住居 ・住まい というものをど

う考えているかとい うことである。 「住は雨露をしのぎさえすればよい」 「起きて半畳、寝て一畳」

な どの言い回しに象徴的にあらわされているように、人間の住まいとい うものは最低限の空間が

確保され、シ ェルターとしての基本的機能さえ備えていれば事足 りるとする考え方である。 どん

なに立派な豪邸でも墓までもっていくことはできない、所詮この世は 「仮住まい」であるとい う

仏教的諦観や無常観 をさらにさらにそのべ一スに求める見解もある。

少 し別の観点から、次のようにも言える。住まいの評価に関して、日本人は物理的指標 ・客観

的評価よ りも心理的指標 ・主観的評価 を重視する傾向がある。確かにどんな豪邸に住んでいても、

そこに住む人間が不幸とい うことはあ りうる。住まいとい うものはそこに住む人間が満足しなけ

れば意味がない。しかし、 日本人は主観的評価の側面 を過大評価す る傾向がありはしないだろう

か。「埴生の宿も我が宿」「狭いながらも楽 しい我が家」 とい うわけである。ここには、「ぼろは着

てても心の錦」と同じような、物質的貧 しさと精神的豊かさを単純に対峙させる、かたくなな 「清

貧主義」があ る。

あるいは、 日本人の禁欲的な生活意識は貧 しい生活の現実の反映だとい う身も蓋 もない見方 も

できる。確かに生活意識や生活に密着 した通俗道徳 とい うのは、生活の現実の反映で、生活の現

実を受け入れやす くさせ るための防衛機制だ とい う解釈 も成 り立つのである。加藤 も先の論考の

中で、江戸は当時世界的に見て 「大都市」であったが、そこの家屋はヨーロッパの石造 りの家に

比べれば 「掘 っ建て小屋」同然のものだったと書いている24。「火事 とけんかは江戸の華」 とい う

ことばがあるように、火災の多かった江戸では家は燃えることを前提に考えてお り、富裕な町人

は建て替え用の材木 をちゃんと用意 していた とい う話 もある。

火事だけでな く、日本には台風や地震といった天災も多い。従って、 日本の家は焼けることや

壊れることを前提にして作 られていたのである。それでは、なぜ 日本人は焼けない家屋、壊れな

い家を作ろうとしなかったのかと言 う問題は残るが、「貧弱な家」を建てることは、それな りに合
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理的な 自然環境 ・風土への対応の一つの様式、つま り 「文化」であったわけである。

日本には劣悪な住環境がなぜ存続 してきたかについての早川の解釈は少 し異なる。上に述べた

よ うな住意識の存在を否定す るわけではないが、それは過去のことである。今でもなおかつ住宅

が軽視 されている理由は別のところにあるとい う25。その理由として彼は次の二つをあげる。第一

は 日本においては基本的に人間が軽視されてお り、国民の側にも住居 を人権や文化の基礎 として

考える意識が希薄であること。第二には、人間の軽視 と人権 ・文化意識のなさの上に立って、住

居の状態が人間と社会に与える影響が具体的に明らかにされてこなかったこと。 従 って、日

本人に とって必要なのは、「人間が人間にふさわしい住居に住むことは基本的人権の一部であ り文

化の基礎である」26ことを認識す ることである。この認識こそが日本の住問題の根本的解決への出

発点であ り、これこそが結論として強調されなければな らないとい うのである。

豊か さを実感 させない住の現実

もう一つの住の問題 として、劣悪な住環境が日本人が豊かさを実感できない大きな原因の一つ

となっているとい う点を考察 しておきたい。筆者は、別の機会に 日本人の戦後の生活の歩みを振

り返 り検討を加えたことがある27。そこで常に問われたのは、 「日本人は本当に豊かになったのか」

とい うことである。もしその問いに対す る答えが 「ノー」であった ら、何がその原因なのか とい

うことであった。

結論 を先に言 うと、 日本人が豊かさを実感できない最 も大きな理由の一つが他な らぬ住の現実

だ とい うことである。そこでの議論と一部重なる部分もあるが、本稿のテーマに関する部分を改

めて取 り上げてみたい。

平成7年 版 『国民生活白書』は、「戦後50年 の 自分史 多様で豊かな生き方を求めて」のタイ

トルのもとに、戦後50年 の日本人の生活の総括 を行っている。その中で 『白書』は、"国民が、経

済力に見合 うだけの豊かさが実感できない理 由は何か"と い う問いの形で、戦後50年 の生活の歩

みの中で日本人が 「十分に達成できなかったもの」に言及 している。国際比較を通して、1日本人

の 「生活の豊かさ」の現状 と問題点を明らかに しようとい う試みである。

日本人が豊かさを実感できない要因として 『白書』があげるのは次の4点 である。

(1)内 外価格差

(2)社 会資本の整備

(3)住 宅環境

(4)労 働時間

ちなみに、その10年 前の昭和60年 版 『国民生活 白書』では、「戦後40年:成 熟の時代に向けて」

のタイ トルのもとに、戦後40年 の国民生活の歩みがた どられている。この時は、(1)われわれが得

たもの(達 成 したもの)、(2)われわれが得 られなかったもの(十 分に達成できなかったもの)、(3)

われわれが失ったものとい う形で、問題が非常に明快に整理 されていた。

そこで、(2)われわれが得 られなかったもの(十 分に達成できなかったもの)と してあげられて

いたのは、「社会資本の整備」 と 「労働時間の短縮」(「十分な余暇時間」)の 二つであった。この

『白書』では 「住環境」に関しては、本文の中での言及はあったものの、一つの項 目としてタイ

トルには明記されなかった。前面に出したが らなかったとい うのが、正 しいかもしれない。

しか し、10年 後には住環境の劣悪さは 『白書』も認めざるをえなかったのである。住環境の改

善、欧米先進国並みの居住水準の高 さは、戦後50年 を経ても日本では達成できなかった とい うこ
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とである。実際、平成7年 版 『白書』は、「持ち家率は、 ドイツ、フランスなどよりも高い水準に

あるものの、住宅一人当た り床面積は主要国の中で最低の水準にあり、平均世帯人員も多い」28と

その劣悪さをあっさりと認めてしまっている。さらに、主要国都市に比べて地価は桁違いに高く、

したがって日本の住宅価格の年収倍率は国際的に見てかな り高いことも付け加えられている(表 一

1)0

なぜこのような事態になって しまったのか。 日本人の住への執着の無 さについては前節でふれ

た。それも原因の一つであろう。 しかし、それを言うなら政治 ・行政側の住政策 ・土地政策にお

ける無策ぶ りも批判 されなければな らない。「住宅問題は票にならない」と政治家たちも住の問題

を積極的に自らの政治課題とすることはなかった。住政策 ・土地政策に意欲的に取 り組んだ政治

家たちもいないわけではなかったが、彼 らの大胆な土地政策はことごとく裏 目に出たと言った方

がよい。事態を改善す るどころか、それは単に地価の高騰を招くとい う形に終わる 「改悪」に他

な らなかった。1970年 代の田中角栄の 「日本列島改造論」 しか り、1980年 代の中曽根康弘の 「民

活路線」 しか りである。前者は、結果的に都市部の地価高騰を全国にば らまいただけであった。

土地が投機の対象とな り、土地は儲かるという 「土地神話」が作 られた。後者はいわゆる 「バブ

ル経済」の発端となった。

戦後の住宅政策の基本は、「持ち家」政策であった。「民間自力持ち家建設主義」とも言われ る。

要す るに、お金は貸 してやるが、基本的に住宅は自分で建てなさいという政策である。「安価な公

営の賃貸住宅」の建設という方向は取 られなかったのである。1955(昭 和30)年 に設立された 「住

宅公団」(現 住宅 ・都市整備公団)も 、「中堅勤労者に対する住居の提供」とい う本来の設立の主

旨を十分に実現 してこなかった。

こうして、平均的勤労者に とっては、「自分の家 を持つ こと」が一生の仕事になってしまったの

である。住まいとい うものは言 うまでもな く 「生活の場」であ り、「生活のための器」である。生

活が成 り立つための前提であり、生活のための手段である。そこでどのように生活するか、生活

を充実 したものとしていくのか ということこそが問題である。 ところが、 日本人の場合は手段に

すぎない器を手にいれることが目的となってしまい、住まいの入手のために多大なエネルギーが

割かれ るようになっている。そ して皮肉なことに、そのための熱心な労働が、豊かさを阻害して

いるもう一つの要因である長すぎる労働時間の原因ともなっている。

持ち家政策は政治的に見ても実に巧妙な政策だ とい う説がある。住まいを入手するために、あ

るいはローン返済のために 日本人は一生懸命働か ざるをえない。 自力持ち家建設主義は、従順で

勤勉な国民を生む。たとえウサギ小屋でも、マ ッチ箱のような家でも自宅であれば、それはその

人にとっては貴重な 「財産」「資産」となる。それを何 とか守ろうとす る。守るべきものがある人

間は、生活のあらゆる場面で保守的になる。政治意識を含めた生活意識の保守化は、その必然的

な帰結である。「従順」「勤勉」「保守的」な国民 政治をす る側にとってこんな好都合な国民は

いない。 日本で長期保守政権 が可能だった理由の一端は、こんなところにもあるとい う解釈をす

る人 もいる。

豊かさを実感できない理由の二番 目にあげられている 「社会資本の整備」の問題も、住環境 と

深 く関わっている。広い意味の住環境の問題の一部だ といってもいい。前節の議論でも明らかな

ように、快適な住環境 とい うのは住居それ 自体の快適さだけの問題ではないのである。個々の住

居がい くら快適だとしても、 「近隣環境」や 「地域環境」が劣悪であっては、本当の意味の快適な

住環境にはな らないか らである。「生活関連の社会資本」の整備は、まさに近隣環境、地域環境の
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問題なのである。

「社会資本の整備」は、具体的には 「道路舗装率」「下水道普及率」L人 当た りの公園面積」

な どであらわされるものだが、昭和60年 版の 『国民生活白書』でも、十分に達成できなかったも

のとしてあげられていたものである。10年 後にもまた、同 じ項 目が豊かさを実感できない要因と

してあがってきたとい うのは、この十年間に 目覚ましい改善がなされなかった とい うことでもあ

る。あるいは欧米先進諸国と比べると桁違いの低 レベルで、簡単に追いつけないものだったと言っ

た方が正確なのかもしれない(表 一2)。

実際少 しでも欧米での生活を体験 したことのある人な ら、住宅を含めた 「街並み」とか 「景観」

における日本との格差に驚 くとともに、あま りにも大きなギャップを嘆かずにい られないだろう。

わか りやす く言うと、「日本の街並みはどうしてこんなに貧弱で、汚いのだろう」とい うことであ

る。都市の場合でいえば、いわゆる 「イ ンフラ」(infrastructure)の 整備の不十分 さか ら生じる

違いである。日本の都市の醜さの元凶は、 「電柱」であり 「ネオン」であ り 「看板」であると言わ

れてい るが、電柱 と電線 がないだけでも、景観は見事に改善 される。情報ネ ットワークを含めた、

ライフライ ンは地下に埋設されるのが現代都市の基盤整備の常識であり、これにより街並みにい

かにすっき りとした美 しさが実現できるかは、実物を見れば明白である。

結局、この 「社会資本」を含めた広い意味の住環境における日本 と欧米先進諸国との差は、豊

かさの質の違いだと言 うことができる。日本の豊かさは所詮表面的な薄っぺ らな豊かさにす ぎな

い。一方、欧米 とりわけヨー ロッパの先進諸国の豊かさには重厚 さがある。蓄積 された豊か さで

ある。 日本の戦後復興は、「食の時代」か ら 「衣の時代」へと順調に進んできたが、いまだ 「住の

時代」は訪れていない。1980年 代以降は、なにか とい うと 「ものの豊かさ」か ら 「心の豊かさ」

へなどと言われてきたが、住の問題を見れば 日本人は 「物質的豊かさ」す らまだ実現 していない

ことがよくわかる。

おわ りに

以上大きく二つの観点か ら、 日本の住の問題を見てきた。分か りきったことではあるが、 日本

の住環境 が欧米先進諸国に比べて劣悪であること、居住水準が低 レベルにとどまっていることは

改めて再確認できた。そ して、劣悪な住環境がそこに住む生活者に様々な側面で多大なマイナス

の影響 を与えることも理解できた。重要な結論は、住 とい うものはつきつめてい くと 「人間の尊

厳」にかかわるものだとい うことである。

そ うであ りながら、劣悪な住環境を結果的に受け入れてしま う特異な住文化を日本人は持ち続

けてきたとい うこともまた事実である。貧弱な住環境 を甘受す る独特の住居観や住意識を 日本人

が持っていたことは事実である。その伝統的なメンタリティがまったく失われてしまっていると

は思えない。

早川が指摘す るように、 日本人には 「健康で文化的な生活めための器」 としての住居を確保す

ることが人権の一部であるとい うような人権意識は希薄であろう。他の領域でも日本が人権後進

国であることは認めざるをえない。従 って、今 日の 目本の住文化の現状はこの両者の混合物とし

て成立 しているとい うのが一番正 しい言い方になると思われる。伝統的な住意識と希薄な人権意

識が、ないまぜになったところに特異な日本の住文化の現実があるような気がす る。
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表一1広 さで劣る日本の住宅

国 名
1持 家率

(%)

2一 戸当

室教

3新設住宅一戸

当床面積(㎡)

4住 宅一人当

床面積(㎡)

5平 均世帯

人員(人)

6一 般戸建住宅地地価

(円/㎡)

日 本 93 59.8 93 4.9 94 93.9 93 30.8 90 3.0 94
560,000(東 京)

348,000(大 阪)

ア メ リカ 91
、

64.2 80 4.7 89 162.0 93 62.6 90 2.6 94 10,116(ニ ューヨーク)
17,268(吋 ンゼルス)

カ ナ ダ 81 63.7 81 5.6 86 2.8 94 56,339
(バ ンクーバ ー)

ド イ ツ 87 39.3 78 4.4 89 102.0 87 35.5 87 2.3 94
44,079

(フ ランクフル ト)

フ ラ ンス 92 53.8 78 3.6 88 105.5 90 34.0 82 2.7 94 29,900(パ リ)

イ ギ リス 91 67.6 81 3.8 91 40.2 s1 2.7 94 30,518(ロ ン ドン)

イ タ リア 71 50.9 88 80.5 81 3.0

スウェーデン 90 38.5 80 4.1 89 91.0 80 2.3

韓 国 80 58.6 80 4.1 85 4.1 94 191,436(ソ ウル)

シンガポール 80 55.0 94 194,211

(シ ンガポ ール)

出所)平 成7年 版 『国民生活白書』、P.43

〔備考欄の注は省略〕

表一2見 劣 りする社会資本整備

国 名
1電 話加入回線数

(千人当)
2下 水道普及率

(対総人口:%)
3便 所水洗化率

(%)
4道 路舗装率
(%)

5一 人当た り
公園面積(㎡)

目 本 91 454 94 51.0 93 75.6 93 71.9 94 2.8
(東京特別区)

ア メ リカ 91 553 86 73.0 85 97.6 91 58.5 84 23.9(シ カゴ)

カ ナ ダ 91 586 90 70.0 81 .;・ 90 35.0 88 14.9

(モントリオール)

ド イ ツ 90 489 90 :.1 78 97.1 91 99.0 84 37.4(ボ ン)

一

フ フンス 91 511 87 68.3 82 87.3 92 100.0 89 11.6(パ リ)

イギ リス 91 445 90 ・.1 81 97.3 91 100.0 82 25.6

(ロ ン ドン)

イタ リア 91 400 87 60.7 71 79.1 91 100.o 73 11.4(ロ ーマ)

スウェーデン 91 687 90 95.0 80 96.2 91 72.0

韓 国 91 333 80 18.4 88 61.4 88 8,4(釜 山)

シンガポール 91
1

402

出所)平 成7年 版 『国民生活白書』。P。42

〔備考欄の注は省略〕

注

11979年 、EC(欧 州 共 同体)の 対 日委 員 会 秘 密 文 書 の 中 で 、 日本 人 を"workaholicinrabbit

hutch"(「 ウサ ギ 小 屋 に住 む 働 き 中 毒 」)と す る記 述 が あ り、 大 き な社 会 的 話 題 に な った 。

2早 川 和 男(1979)、13-15ペ ー ジ

31995年 の 合 計特 殊 出生 率(一 人 の 女 性 が一 生 の 問 に 産む 子 ども の平 均 数)は 、1.43ま で下 が っ

た 。

4早 川 和 男 、 前 掲 書 、1-3ペ ー ジ

5同 上 、10ペ ー ジ

・:



6同 上 、35-36ペ ー ジ

7同 上 、38ペ ー ジ。 日本 小 児 科 学 会 の 「子 ど もの 生 活 改 善 委員 会 」 が、1994年 に行 った 調 査(全

国15都 道 府 県 の 幼 稚 園 か ら中学 生 ま で の7000人 対 象)に よ る と、 標 準体 重 よ り20%以 上 重 い

「肥 満 」 の 子 ども は 、 この25年 に3倍 に 増 加 して い る とい う。 しか し、 こ の 調 査 結 果 で は 、

都 市 部(7.6%)、 農 村 部(11.2%)と 、農 村 部 の 方 が 肥 満 児 の 割 合 が上 回 って い る。 『読 売 新

聞 』1995.4.26

8早 川 和 男 、前 掲 書 、41-44ペ ー ジ

9井 上健 治 「子 ども の 生 活 時 間 と遊 び(1)」 『東 京 大 学 教 育 学 部 紀 要 』13巻 、1974か らの 引用 。

10早 川 和 男 、前 掲 書 、52ペ ー ジ

11小 此 木 啓 吾 『視 界 ゼ ロの 家 族 一 夫 婦 ・親 子 の ゆ くえ一 』、海 竜 社 、1996、78ペ ー ジ

12早 川 和 男 、前 掲 書 、25-29ペ ー ジ。 住 ま い と健 康 に 関 して は 、早 川 和 男(1988)の 「貧 しい

住 居 と健 康 破 壊 」(第 皿 部 「豊 か さ」 の 再 考 所 収)参 照 。

13同 上 、26ペ ー ジ。 国 立 精 神 衛 生 研 究 所 佐 竹 洋 人 氏 の 見解 。

14同 上 、34ペ ー ジ

15同 上 、29-32ペ ー ジ。 こ こ で は 、 女性 週刊 誌 『微 笑 』 の 記 事 が 引 用 され て い る 。数 あ る岩 波

新 書 の 中 で も 『微 笑 』 の 記 事 が 引用 さ れ て い る の は 本 書 ぐ らい だ ろ う。.

16同 上 、3-7ペ ー ジ

17同 上 、4ペ ー ジ

18同 上 、22-25ペ ー ジ

19同 上 、25ペ ー ジ

20同 上 、58ペ ー ジ

21同 上 、58ペ ー ジ

22加 藤 秀 俊(1974)、63ペ ー ジ

23同 上 、64ペ ー ジ

24同 上 、54ペ ー ジ

25早 川 和 男 、前 掲 書 、 は しが き111ペ ー ジ'

26同 上 、 は しが きiiiペ ー ジ

27市 川 孝 一(1995)及 び 市 川 孝 一(1996)参 照 。

28経 済 企 画 庁 編(1995)、42ペ ー ジ
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